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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◇新年度の準備はおすみですか！ 

4月から年度がかわり、人事異動や新規採用者等を迎えて、新しい体制となる職場がたくさ
んあると思います。スムーズに仕事を進めるため、以下の事項の徹底をお願いします。 

１．新規採用者に対する対応 

新たに労働者を雇入れるときは、① 賃金、労働時間、その他の労働条件について書面を
交付して示すこと、② 雇入れ時の安全衛生教育の実施、③ 雇入れ時の健康診断を実
施しなければなりません。 
不要なトラブルや労働災害発生の防止のために、最初に労働条件や会社の決まり、仕事の安

全確保などについて、きちんと伝えておく必要があります。 
(１)労働条件については、書面により通知を行う必要があります。(※裏面様式参照１) 
 

 

 
(２) 労働者を雇い入れたときは、次の事項について、安全衛生教育を行う必要があります。 
 

 

  

  

２．協定届などの届出と周知 

労働時間関係の届出書類には、① 時間外労働などを行うために必要な「時間外休日労働に関
する協定届」、② 年間カレンダーを作成して法定労働時間を達成するための「１年単位の変形
労働時間制に関する協定届」など、有効期間が１年であるため、毎年届出が必要なものがあり

ます。年度末で有効期間が終了する場合は、届出をお忘れなく。 

◇「労働災害発生状況」 
１．平成 26 年 (1 月～12 月 )（27 年 2 月末集計分速報値） 
・死亡労働災害：     ０ 件（前年同期比 －  5 件） 
・休業四日以上：   １3１ 件（前年同期比 － 1 件） 

２．平成 27 年 2 月  
・死亡労働災害：     ０ 件（前年同期比   0 件） 
・休業四日以上：    １５ 件（前年同期比 －1 件）  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
このニュースへのお問い合わせは 二戸労働基準監督署 ℡０１９５－２３－４１３１まで。 

①労働契約の期間 ②就業の場所・従事すべき業務の内容 ③労働時間に関する事項 

④賃金の決定、計算・支払の方法及び賃金の締切り・支払の時期に関する事項  
⑤退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

① 機械等、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法 ② 安全装置、有害物抑制装置・

保護具の性能・取扱い方法 ③ 作業手順 ④ 作業開始時の点検 ⑤ 業務に関して発生

するおそれのある疾病の原因・予防 ⑥ 整理、整頓・清潔の保持 ⑦ 事故時等における

応急措置及び退避 ⑧その他 業務に関する安全･衛生のために必要な事項 



(参考) 

労働条件通知書の様式等の労働基準法関係様式は、厚生労働省のホームページよりダウンロード

ができますので、ご利用下さい。 

厚生労働省のホームページ 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > (右下欄)主要様式ダウンロード

コーナー 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken0

1/index.html 
 

 

労働条件通知書 様式例 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken0

